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 そよかぜ通信 2011年 3月号にて、「発達障がいに関する取り組み最前線」として、地
域の療育機関や保健師さんの取り組みを紹介させていただきました。今回は、その第 2
弾ということで、最上保健所と庄内保健所に、現在の取り組みについてお伺いしました。 
  

最上総合支庁子ども家庭支援課（最上保健所）  

 
最上総合支庁子ども家庭支援課では、地域の発達障がいのあるお子さんへの支援の充

実を図るため、今年度、小児科医による相談事業『最上地域発達障がい児相談支援事業』

に取り組んでいます。 
 この事業は、希望のあった保育所等を２ヵ所選定し、小児科医と一緒に継続的に訪問

し、実際に対応している保育士さん等に対し、相談や助言を行うものです。先日１回目

の巡回相談を行いましたが、そのお子さんの場面特性にあった専門的な助言であるため、

施設の方々からは好評を得ることができました。また、対象保育所以外の方々にもご利

用いただけるように、最上総合支庁を会場とした相談会も年３回予定しています。利用

ご希望の方は、ゆっくりご相談いただくために、事前にお電話等でお問い合わせ下さい。 
 また、お子さんへのよりよい支援につながるよう発達障がいの特徴と関わり方等に関

する各種研修会を開催します。支援者のみなさんが発達障がいに関する知識や理解を深

めることがお子さんのさらなる成長につながると思いますので、是非ご参加ください。 
 さらに、相談事業や研修会に加え、発達障がい支援体制の具体策等を話し合う場とし

て、関係機関合同の会議も開催しています。 
 今後も、地域の発達障がい支援力アップを目指して、保健・福祉・教育関係機関と協

力しながら支援の輪を広げていきたいと思います。 
 
              （担当：髙橋 ０２３３－２９－１３６１） 

 

 

 
20１１年 ９月 発行 

相談課 

療育相談担当 

住所 上山市河崎３－７－１ 

電話 ０２３ 

   ６７３－３３６６(代) 
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庄内総合支庁子ども家庭支援課（庄内保健所） 

 

庄内保健所では、疾病や発達障がい等の障がいにより長期に療養しているお子さんと

保護者の支援のために、お子さんに関わる関係機関の連携強化に取り組んでいます。 

 

☆１ 庄内地域療育連絡会（事例検討会） 

    

荘内病院、日本海総合病院、鶴岡協立病院、療育訓練センター庄内支所を 

会場に、年間１４回開催しています。 

お子さんに関わっている小児科医師、看護師、相談担当者等医療関係者、 

保健師、福祉担当職員、保育士、学校教員等の支援者が参加し、主治医等から 

病気や訓練、生活についてアドバイスをいただいたり、よりよい支援について 

話し合う会です。 

 

 

 

☆２ 療育支援ノート（かんがるうのーと） 

  

病院、地元の開業医、療育訓練センター 

庄内支所、保育園、児童デイサービスなど 

と複数の関係機関を受診・通所している 

お子さんがいます。 

 この“かんがるうのーと”は、保護者が 

さまざまな関係機関から受けた療育に関する 

アドバイスや自宅での療育状況などを記入し、  

関係機関で一貫した療養を行うことができる 

ようにするためのノートです。 

平成 14年以降、平成 22年度末現在で 129名 

が活用しています。 

 

 

 

 

また、今年度は、発達障がい支援シリーズ基礎講座を開催し、保育士や保健師のより 

よい支援に取り組んでいます。 
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子育てや発達に 
不安があったら… 

酒田市に「発達支援室」が新設されました！ 

 

 情緒的、精神的、知的な面での不安や悩みがあったり、生活や学習面等で難しさや差しさわりがあ

るなどの方に対し、一人ひとりの状況に応じた適切な支援を行うために、酒田市福祉課に発達支援室

が新設されました。 

 関係機関との連携により、乳幼児から成人期に至るまで生涯にわたって一貫した支援や相談などを

行う体制の構築をめざしています。 

 

◇相談方法：電話、面接 など（来所相談は、前もって電話予約が必要です。 

電話相談については、随時受け付けています） 

◇受付時間：月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 8：30～17：15  

◇スタッフ：臨床心理士、または、精神保健福祉士 など 

◇場  所：酒田市役所 １階 福祉課 ⑬番窓口（酒田市本町２丁目２番４５号） 

◇電話番号：０２３４－２６－６２５８ 

    ※対象となる方は、酒田市在住の方となっています。 

 

 

発達支援室のスタッフさんからひと言 

  

一人ひとりの持っているその成長する力を最大限に引き出せるように、 

一緒に考えて、まわりの皆さんと応援します。 

「どうしてなんだろう？」「どうしたらいいかな？」とお一人で悩まずにお気軽に 

ご相談ください。 

 

 

 

 

               
 

 

・市町母子保健担当    

鶴岡市健康課母子保健係 0235-25-2111 ・酒田市立はまなし学園 0234-33-3283 

酒田市健康課保健予防係 0234-24-5733 ・鶴岡市あおば学園 0235-29-1502 

三川町福祉課健康係 0235-35-7033 ・県立鳥海学園 0234-75-3334 

庄内町保健福祉課健康推進係 0234-42-0147 ・鶴岡市子ども家庭支援センター 0235-25-2741 

遊佐町健康福祉課健康支援課 0234-72-4111 ・子育てサポートセンターあらた 0234-26-1154 

庄内地域の相談窓口です！  
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最上地域に山形県発達障がい児等早期支援事業所がオープンします！ 

 

 そよかぜ通信 2010年 12月号にて、就学前の「気になる」お子さんとそのご家族への支援のた

め開設された、県内 3か所の早期支援事業所に設置されている相談窓口を紹介しました。このた

び、９月より新たに最上地域に相談窓口が開所されましたので、ご紹介します。 

『子育てサポートセンター あおぞらはうす』  

 
住  所：新庄市金沢１５７２－１３  
受付時間：月～金曜日（９：３０～１６：００） 
電  話：０２３３－２３－１３１３ 
スタッフ：相談支援員、保育士、協力医師  

 
 
 
Ｑ．「子育てサポートセンターあおぞらはうす」について教えてください。 
A．相談支援員と保育士が一緒に、ご家族の相談を受ける体制をとっています。 
ご家族の方は、お子さんが保育士と遊んでいる様子をみながら、ゆったりと 
相談していただけます。当センターは、９月より開所しますが、母体となる 
「ＮＰＯ法人くれよんはうす」では多くのお子さんが利用されたり、ご家族 
への支援を行ってきた実績がありますので、安心してご相談ください。 

 
                       

Ｑ．他の関係機関との連携は？ 
A． 主に、最上学園と多く連携して支援を行っています。 

                      月に１度、交流会として最上学園の体育館をお借り

して一緒に遊んだり、開催する研修会には積極的に参

加したりしています。また、協力医師からのアドバイ

スを受けることもあります。 
今後、いろいろな機関と連携し、支援のネットワ 

ークを広げていきたいと思っています。 
 

「子育てサポートセンターあおぞらはうす」の母体となる「ＮＰＯ法人くれよんはうす」では、児童

デイサービスだけではなく、就労継続支援事業も行っています。そのため、幅広い年齢層のお子さん

への支援のノウハウがあるため、将来を見越して“今必要なこと”について相談・助言できる相談窓

口だと思います。  

NPO法人 くれよんはうす 

電  話：０２３３－２３－６６８１ 
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7 月 13 日、当センターにて、障がい児地域療育担当者公開研修会が開催されました。この研

修会は、みなさんが通っている幼稚園、保育園の先生や、通園施設、児童デイサービス事業所の

先生たちなど、身近にお世話になっている方にお集まりいただき、日々の療育向上を図ることを

目的にしたものです。 

まず初めに、中嶌寛相談課長が、総合療育訓練センターの概要と、平成 24年 4月からの障害 

者自立支援法の改正に伴う障がい児施設、事業体系について説明しました。  

次に、清和ちづる小児科医師より『医療的ケアが必要なこどもへの支援について』を講演いた 

だきました。続いて、樋口三代子総合通園専門員より『総合療育訓練センターの総合通園につい

て』お話いただきました。 

 

≪清和医師講話要約≫ 

医医療療的的ケケアアがが必必要要なな子子どどももへへのの支支援援ににつついいてて  

11．．医医療療的的ケケアアととはは  

  保健診療において在宅医療と認められている行為、およびその他の日常的に家庭において行

われている医療的生活介護・援助行為のことを言います。 

 

22．．山山形形県県ににおおけけるる医医療療的的ケケアアのの取取りり組組みみととししてて  

 平成 15 年「医療的ケアの必要な子どものサポート事業」をゆきわり養護学校において施行

し看護師 1名を配置し通学生に対応しました。平成 17年「養護学校における医療的ケア支援

事業」として、教職員に対する一般研修・専門研修を施行。平成 18 年に教職員に対する個別

研修を実施しました。現在は「特別支援学校における医療的ケア事業」を実施しています。 

 

33．．医医療療的的ケケアアのの最最近近のの問問題題  

 「障がいの多様化」 

 「就学前の子どもへの支援」 

 「卒後の支援」 

 「地元での支援不足」 

 

44．．ままととめめ  

 現在の課題は、安全で安心して利用できる医療機関や施設の不足、在宅支援体制が不十分、

保護者の負担の少ない就学施設の環境設備等があげられます。 

 今後の方向性として、学校や保育園、通所施設、デイサービスでの医療ケア実施のための看

護師配置が必要であると考えています。 
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『『総総合合療療育育訓訓練練セセンンタターーのの総総合合通通園園事事業業ににつついいてて』』      樋樋口口  三三代代子子  

  総合通園には、肢体不自由通園（ひよこ組）、難聴幼児通園（こぐま組・うさぎ組）、週 1回のみの難

聴幼児通園（くじら組）、母子入園があり、親子で通園していただいています。 

 私達は、一人一人の子どもさんに合わせ、丁寧なアプローチを行っています。小集団での子ども

同士の関わりや、ご家庭ではできない経験をしていただいたり、目的を持った遊びを全力で行って

います。ひよこ組のお子さんには姿勢保持の工夫をしたり、こぐま・うさぎ・くじら組のお子さんには可

視化の工夫をすることで、活動や遊びに拡がりが出てきます。また、身辺自立に向けた支援も行っ

ています。 

  お家の方には、子どもさんの状況をしっかり見て、知ってもらうことにより、障がいを受容し理解を

深めていただいています。そして、障がいの軽減や発達の促進を図るとともに、お母さん同士の交

流・情報交換の場になればと思っています。 

 

 

     
   
 

育児・就園就学などの悩み相談や情報を交換できる場があればよいと考えています。 
  障がいのあるお子さんを育てていく上で、様々な問題に出会います。集まる機会を提供し、

互いに心を打ち明けて、仲間として関わり合ううちに、解決策が見えてくることがあります。 
  このような方の集まりが可能かどうか検討させていただきたいと思っています。 
興味・関心のある方、参加を希望される方は、当センター療育相談課へご連絡ください。 
より多くの方の参加をお待ちしています!! 

 
                   担当：高橋泰子（療育相談課：内線 261） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当日は、多数ご参加いただきありがとうございました。 

  当センターでは、障がいをお持ちの方への総合的なサービスのあり方やセンターの円滑な運営

方法について検討し、地域社会へ反映、提供していきたいと考えています。そして、教育・福祉など

の関係機関との連携がスムーズに行くように働きかけていきたいと思います。 
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山形県 LD児・者親の会『ピーターパン』 

 
 
『ピーターパン』は学習障がい（LD）児・者及びその周辺の軽度の遅れを持つ子どもの親達が

1995年 3月に発足した親の会です。 

 現在、全国親の会の東北ブロックに所属し、活動を続けています。 

 会員は小学生低学年から社会人まで幅広くおります。診断名が学習障がいに限らず、発達障

がい全般の子どもを対象にしています。お気軽に連絡してください。 

 

【活動内容】 

・定例会：2ヶ月に 1回（PМ7：00～9：00） 山形市総合福祉センター ５階 ファーラ 

      フリートークで情報を交換したり、アドバイスを出し合ったりしています。 

・茶話会：不定期・平日の昼頃 

         ざっくばらんに仲間同士でおしゃべりをしています。 

・レクリエーション：芋煮会、クリスマス会、ボーリング大会 

              思いきり自由にしていい空間です。他の子どもの様子が分かったり、親 

              がのびのびできる息抜きの場になっています。 

・個別指導：顧問である山形大学地域教育文化学部、三浦光哉先生と面談後、研究室主

催の個別指導（有料．１０回コース）を受けられとても効果があると、好評を得

ています。 

場合によっては、小集団での SST を行い、会員以外の方も受けることができ

ます。            
 

問い合わせ先 
 電話：080－1656－4737（ピーターパン代表） 

     郵送先：〒990‐8691 

山形中央郵便局 私書箱 第 85号 

シリーズ 親の会  〈第１回〉 

 山形県内にもいろいろな親の会があります。 

 同じような問題や悩みを持っていたり、経験してきた人たちと語り合うことで、息抜きに

なったり、心がちょっと軽くなったり、大きな力に変わったり･･･ 

 今回は、山形県 LD児・者親の会「ピーターパン」をご紹介します。 

一人で悩んでいても先は見えてこない！ 

一緒に解決しませんか？ 
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手がたを重ねた壁面装飾（花火） 

元気な子ども太鼓のみなさん 

ゆかいな音楽隊♪ 

みんなで輪になり盆踊り 

 
今年 3 月 11 日に今まで体験したことのない大きな震災が起こり、人と人とのつながりを実感

しました。『一番身近な人とつながろう』の気持ちで、子どもたちや職員で手がたをとり、廊下

や天井にかざりました。また、たくさんの手がたを重ね合わせて、花火の壁面装飾になりました。 

イベント会場では「ゆかいな音楽隊の演奏」「ゲーム」「おいしいものコーナー」「プリクラ」「占

い」「ブレスレット作り」などがありました。ゆきわり養護学校体育館では、みんなで盆踊りを

したり、保健医療大学の方の踊りも観賞しました。他にもたくさんのボランティアの方に御協力

いただきありがとうございました。 
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中央で和太鼓 

ドーンドン ドンドンドン 

バルーンアートであそぼうよ 

おいしい飲み物いかがですか 


